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D-30　活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）（心臓カテーテル法）

《令和元年８月２９日新規》

○ 取扱い

心臓カテーテル法による諸検査施行前の活性化部分トロンボプラスチ

ン時間（ＡＰＴＴ）は認められる。

○ 取扱いの根拠

心臓カテーテル法による諸検査には、右心・左心カテーテルを含む。そ

れぞれ静脈、動脈にシースイントロデューサーを挿入し、必要とするカテ

ーテルにより検査を施行する。検査終了時の止血は主に圧迫止血である。

活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）、プロトロンビン時間

（ＰＴ）はそれぞれ内因系及び外因系の止血異常を、また、出血時間は血

小板機能を始め血管壁やその周囲組織の状況を含めた止血検査の基本と

なるものであり、心臓カテーテル検査を実施するに当たって有意義な検査

と認められる。


